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１．調査の目的  

この調査は、我が国企業の海外における事業活動を動態的に把握し、機動的な
産業政策及び通商政策の立案に資することを目的として実施するものです。

２．調査の法的根拠及び秘密の保護  

この調査は、統計法に基づく承認を受けて、経済産業省が実施するものです。
また、この調査により報告された記入内容は、統計法によって秘密が保護されま
す。

３．調査の対象  

本社企業：我が国企業のうち、2025年3月末現在において、以下の条件を

すべて満たす企業が対象となります。

①金融業、保険業及び不動産業を除く全業種

②資本金 1 億円以上

③従業者 50 人以上

④海外に下記の条件を満たす現地法人を有する

海外現地法人：上記本社企業が有する海外現地法人のうち、各調査時点におい

て、以下の条件をすべて満たす企業（調査期間中に新設された

企業も含む）について調査します。

①製造業

②従業者 50 人以上

③本社企業の直接出資分と間接出資分を合わせた出資比率が５０％以上

（※ 3ページ参照）

Ⅰ．調査方法の概要  

４．調査方法 

この調査は、海外現地法人の状況を把握するため、四半期（ 3 ヶ月）ごとに本
社企業に「海外現地法人四半期調査票」を配布し、本社企業等に記入・返送して
いただく郵送調査と、希望によりインターネット回線を経由して電子調査票を回
答していただくオンライン調査です。

５．調査時点  

この調査は、四半期ごとの調査で、各期末現在です。（※ 2ページ参照）

１



調査票の提出期限は、次のとおりです。

期限までに経済産業省に到着するように提出してください。期限までに提出で
きない場合は、ご相談ください。

６．調査票の提出期限 

2025年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

2026年

●2025年4-6月期分…

●2025年7-9月期分…

●2025年10-12月期分…

●2026年1-3月期分…

調査票
発送

提出
8/15迄

調査票
発送

提出
11/17迄

調査票
発送

提出
2/16迄

調査票
発送

提出
5/15迄

調査票の発送月と提出期限

調査期 調査時点 提出期限

2025年 4 月 ～  6 月期分 2025年 6 月末日 2025年 8 月15 日（金）

2025年 7 月 ～  9 月期分 2025年 9 月末日 2025年11月17 日（月）

2025年10月 ～ 12月期分 2025年12月末日 2026年 2 月16 日（月）

2026年 1 月 ～  3 月期分 2026年 3月末日 2026年 5 月15 日（金）

７．問い合わせ先 

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

   海外現地法人四半期調査事務局

電話番号   ０１２０－５３９－７０５

 E - Mail  jimukyoku@k-shihanki.go.jp

受付時間 ９：００～１８：００（土日・祝祭日を除く）

８．調査結果の公表

この調査の集計結果は、経済産業省のホームページに掲載しています。公表時

期は、各提出期限の翌月下旬頃を予定しています。

（https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/index.html）

なお、対象本社企業へは、公表資料の一部を送付いたします。

２



本社からの出資比率

日本国内 海 外

A

社
B

社
C

社
80% 60%

Ｂ社は、Ａ社からの出資比率が 50％以上であることから、調査の対象と
なります。

Ｃ社は、Ａ社からＢ社への出資比率が 50%以上であるため、Ａ社からの間
接出資比率が 60 % となり、直接出資がなくても出資比率が 50％以上であ
ることから調査の対象となります。

▶ケース 1

参 考

日本国内 海 外

A

社

B

社
C

社
80% 20%

30%

Ｂ社は、Ａ社からの出資比率が 50％以上であることから、調査の対象と
なります。

Ｃ社は、Ａ社からＢ社への出資比率が 50%以上であるため、Ａ社からの
間接出資比率が 20 % となり、Ａ社からの直接出資比率 30 % と合わせて     

20 % + 30 %  = 50 % となり出資比率が 50％以上となることから調査の対象
となります。 ☛ 80x20+30=46%でないところに注意

３

調査の対象となる場合

調査の対象とならない場合

日本国内 海 外

A

社

B

社
C

社
20% 60%

30%

Ｂ社は、Ａ社からの出資比率が 50％未満であることから、調査の対象
ではありません。

   Ｃ社は、A社からＢ社への出資比率が 50% 未満であるため、Ｂ社から
の出資比率が 50％以上であっても出資比率計算の対象となりません。
従ってＡ社からの直接出資比率 30 %を合わせても 0 % + 30 % = 30％と
なり調査の対象となりません。

▶ケース3

▶ケース 2
調査の対象となる場合

☛ 20x60+30=42%でないところに注意

☛ 80x60=48%でないところに注意



参考（調査票の裏面）
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Ⅱ．調査票の記入要領

・この調査は四半期（3ヶ月）ごとの調査です。
・金額、人数ともに四半期値を記入してください。
・調査の対象期間は、原則として期の始めの月の1日から終わりの月の末日までの

3ヶ月間です。
・調査時点は『各調査の対象期間』を参照してください。
・記入に困難な項目がある場合には、概数値・推計値の回答でも差し支えありません。

土地を除く有形固定資産（建設仮勘定も含む）の当該期間（3ヶ月または半年）
に取得した額を記入してください。具体的には、建物、構築物、機械、装置などの
取得額です。建設仮勘定も含みますが、振替額が二重計上にならないよう(建設
仮勘定減少額を差し引く）に注意してください。減価償却、売却、除却等による減
少額は含みませんので、マイナス値になることはありません。

また、期末時点の残高ではありません。

有
形
固
定
資
産
の

当
期
取
得
額

有給役員と常用雇用者(どちらも日本からの出向者を含みま
す)の合計数を記入してください。常用雇用者とは、正社員、準
社員、アルバイト等の呼称にかかわらず、期間を定めずに、又
は１か月以上の期間を定めて雇用している者をいいます。ま
た、日本からの出向者は、現地法人が給与を支給しているか
否かは問いません。

当該期末の人数を記入できない場合は、当該期末に最も近
い記入可能な時点について記入し、備考欄に時点を記入して
ください。

従
業
者
数

新規対象となる現地法人が生じた場合
• 用紙をコピーし提出してください。
• 備考欄に現地法人の①所在地、②事由（a.新規設立、b.
出資比率50%以上への上昇、c.従業者数50人以上への
増加、d.製造事業の開始、e.その他（具体的に））、③事由
の発生時期（年月）、④主たる事業内容（生産品名等）及
び⑤本社企業の出資比率（直接、間接出資分を合わせた
比率）を記入してください。

対象外となる現地法人が生じた場合
• ①事由（a.解散・清算、合併等による消滅、b.出資比率

50%未満への低下、c.従業者数50人未満への減少（一時
的な減少は除く）、d.製造事業の廃止、e.その他（具体的
に））及び②事由の発生時期（年月）を記入してください。

備

考

【調査対象の定義】

本社企業：我が国企業のうち、2025年3月末現在において以下の条
件をすべて満たす企業が対象となります。
① 金融業，保険業及び不動産業を除く全業種
② 資本金1億円以上
③ 従業者50人以上
④ 海外に下記の条件を満たす現地法人を有する

海外現地法人：上記本社企業が有する海外現地法人のうち、各調査
時点において以下の条件をすべて満たす企業について調査します。
① 製造業
② 従業者50人以上

③ 本社企業の直接出資分と間接出資分を合わせた出資比率が
50 %以上

※調査期間中に新設、増資、増員などにより、各調査時点において上
記の条件を満たすこととなった現地法人も同様に対象となります。 (右
下「備考」欄及び左下「現地法人の概要」欄を参照してください。)

「記入金額」は、期間(3ヶ月・半年)を選択し、「金額」の数値は、各項
目とも選択した期間(3ヶ月値または半年値)に、統一して記入してく
ださい。
• 対象期間についての記入が困難な場合のみ、当該期間に最も近
い記入可能な3ヶ月間について記入してください。

• 3ヶ月間の実績の記入が困難な場合は、記入可能な直近の半年
値を記入し、備考欄に対象期間を記入してください。

自社鉱産品売上高、自社製造品売上高、加工賃収入額（他企業から支給され
た原材料、半製品、部品を加工した場合の加工賃）、仕入商品売上高、その他
事業収入（建設業の完成工事高、農林水産業、飲食店、サービス業の収入額
等）の合計額を記入してください。
うち自国内向け（※）
売上高のうち、所在国内での販売額の合計額を記入してください。

うち日本国向け
売上高のうち、自社名義で直接日本へ販売した合計額を記入してください。

うち日本国以外の第三国向け（※）
売上高のうち、所在国内及び日本以外の第三国へ、自社名義で直接販売した

合計額を記入してください。

（※）中国の現地法人が香港向けに販売した場合、または香港の現地法人が中国向け
に販売した場合は、「日本国以外の第三国向け」の欄に記入してください。

売

上

高

各調査の対象期間

2025年 4 - 6 月期調査
2025年 7 - 9 月期調査
2025年 10 -12 月期調査
2026年 1 - 3 月期調査

2025年 4 - 6 月
2025年 7 - 9 月
2025年 10 -12 月
2026年 1 - 3 月

対象期間

2025年 6 月末日
2025年 9 月末日
2025年 12 月末日
2026年 3 月末日

調査時点

「現地法人の概要」

前四半期までのご回答をもとに、あらかじめ印字されております。記載内容に相違または

変更がある場合は、赤字で訂正してください。なお、本社企業名、所属、担当は、経済産業

省が調査票等をお送りする際の宛先になります。

新たに調査対象となる現地法人がある場合は、お手数ですが、同封の予備の調査票（「現

地法人の概要」が空欄）を必要部数コピーし、そちらに現地法人名等を記入し回答してくだ

さい。（「備考」欄を参照）。次回調査より、当該現地法人について、「現地法人の概要」をあ

らかじめ印字した調査票をお送りします。

「金額」は、調査票裏面の「国別通貨単位表」に記載してある通貨の中で、最も記入しやす
い通貨で記入してください。

通貨コード欄には、使用した通貨の通貨コードを記入してください。

記入する通貨により単位が異なります（千または百万）ので、注意してください。

単位未満は四捨五入してください。

各項目の値が、前年同期と比較して大きく変動している場
合、備考欄に可能な限りその要因を記入してください。誤記
入が疑われる場合や全体に与える影響が大きな場合には
照会させていただくことがあります。

備

考
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